
〔神津信一税理士事務所〕　　　　　　　　　　　　　

＜エンジェル税制の見直し＞

［投資時点］ ［売却時点］

　※　総所得金額の40％を限度

＜地方法人特別税のイメージ＞

2.6兆円

（※1）  （※2）

（※1）　地方法人特別税の申告納付は、都道府県に対して、法人事業税と併せて行う。
（※2）　人口（1/2）と従業員（1/2）を基準にして都道府県に配分する。

＜公益法人制度改革に伴う課税制度＞

寄附金優遇

税率　３０％ 全て特定

公益増進

（配慮事項） 法人扱い

（年800万円まで22％）

税率　３０％

（年800万円まで22％）

　①公益目的事業：非課税

　　　　　　　　　 　選択適用

課税方式

課税方式

　・非営利性が徹底された法人

　・共益的事業を行う法人

　②公益目的事業財産への繰

　　入分について損益算入する
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公益社団法人
公益財団法人

一般社団法人
一般財団法人

収益事業課税
＋

公益目的事業の実施に配慮

特例期間（5年間）中
は現行と同様の課税

収益事業課税（注）

普通法人課税
（全所得課税）
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株式譲渡損発生

直　接　投　資

認定投資事業組合や証券
会社を経由しての投資

【優遇措置】①
投資額をその年の株式
譲渡益から控除（繰延）

【優遇措置】①
株式譲渡益を1/2に圧縮
（平成21年3月末まで）

【優遇措置】③（存続）
損失を他の株式譲渡益
から控除し、残額は翌年
以降３年間繰越控除可能

所得控除（1,000万円の
寄附金控除※）制度の導入
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